
　　この仕様書は、公園緑地・街路樹等管理業務委託仕様書によるほか、以下とする。

1 業務名 国際児童年記念公園管理業務委託

2 業務の目的 園地管理のため

3 履行場所 岡山市北区学南町三丁目地内

4 履行期限

5 業務の内容 別冊の設計図書(委託数量総括表)及び本仕様書のとおり。

6 業務責任者及び技術者

受注者は、契約締結後速やかに業務責任者及び技術者を選び、

届け出を行うこと。

7 管理作業

（１） 剪定

① 枯損木、枯損枝はすみやかに伐採、剪定し、撤去する。

② 高木については公園利用上支障となる垂下枝、はみ出し枝等を除去すると共に、樹形等勘案

のうえ樹木が健全に生育するよう徒長枝や交差枝等の剪定を行う。

③ 果樹については果実が鑑賞できるよう花芽の位置や剪定時期を考慮し、また、樹形等勘案の

うえ果樹が健全に生育するよう剪定を行う。

④ 低木については公園利用に支障をきたす枝は適宜剪定する。　なお、特に児童の利用が多い

ことから利用者層を考慮し事故防止に努める。

⑤ 作業中は公園利用者に危険を及ぼすことのないよう安全対策を十分講じる。

（２） 刈込剪定

① 寄植えは、本来の樹形を維持するよう美観を配慮して刈り込む。

② 花木類の刈り込みは、花芽の分化時期及び着蕾箇所を考慮して実施する。

③ 生垣ものは、一定の幅及び高さを維持するよう刈り込む。

（３） 施肥

① 肥料の種類及び施工量は、樹木の状態により適切に判断する。
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（４） 灌水

① 樹木等、植物の生育に必要な水分が不足した場合は、その状況に適した灌水を実施する。

（５） 清掃

① 噴水清掃は水洗いとし、たわし、ぼうずり等により丁寧に洗浄する。

② 池、流れは、落ち葉やゴミ等を,掃き掃除すること。

③ 排水桝及び側溝清掃は、堆積した葉、土砂等を排水の支障にならないよう除去する。

（６） 草刈り

① 刈り込みは、刈りむら刈り残しのないよう均一に行う。

② 刈り込み葉は、清掃後すみやかに処理する。

③ 作業中は機具の使用による事故防止等の安全管理に十分配慮する。

（７） 芝刈り

① 刈り高は葉長の４分の３以下を基準とするが、芝生の生育状況等により決定する。

② 刈り込みは、刈りむら刈り残しのないよう均一に行う。

③ 作業中は機具の使用による事故防止等の安全管理に十分配慮する。

（８） 砂場耕耘、整地

① 実施にあたっては、砂場の利用状況や砂場の固さ等を考慮し行う。

8 その他

① 受注者は、作業着手前に計画工程表を、作業完了後に実施工程表を提出するもの

とする。さらに、月別の作業報告、予定表を毎月初めに提出すること。

② 受注者は、所定の報告書、記録写真を、９月末に第１回目を、３月末に第２回目

（最終）を提出すること。なお、写真管理にあたっては、日時、場所、作業名等

記入のうえ撮影すること。

③ 受注者は、定期的な巡視を行い、管理に支障のないように努めること。

④ 受注者は管理作業にあたり必要な道路使用許可、消防署等、必要な官公署への届

け出を行うこと。

⑤ 台風等の緊急時には、市（担当課）と密接な連携をとりながら、緊急の巡視体制

を組み、災害、事故等に速やかに対応できるようにすること。

⑥ 巡視時に樹木等の枯損を発見した場合は、速やかに監督員に報告のうえ、監督員

の指示に従い、適切な処理を行うこと。また、枯枝等は速やかに処理するとともに、植込

み内のビニール袋、空き缶のゴミ等も取り除き処分すること。
⑦ 山上に枝葉木を持ち込む場合は、別紙「山上チップ場受け入れ仕様書」による。
⑧ 本数管理の成果品は、本年9月中に、所定の用紙に規格、本数を記入の上、遅延なく

提出すること。


